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滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和31 年滋賀県条例第29 号）の一部を次のよう

に改正する。

別表 2 中「14,800」を「13,100」に、「13,300」を「11,800」に、「3,000」を「2,600」に改め

る。

付 則

１ この条例は、平成24年4月1日から施行する。

２ 改正後の別表 2 の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、

かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行

のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例によ

る。


